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　　The purpose of this study was to develop two scales of working pregnant women’s guilt feelings toward fe-

tus and toward the workplace and to assess its reliability and validity.

　　Integration concept analysis with literature review and preliminary survey yielded a 15-item draft.　In an 

online survey conducted among working primigravida women, the reliability was evaluated in terms of internal 

consistency using Cronbach’s α coefficient {α} and item-total correlation {r}, and the variability was estimated 

with explanatory factor analysis, construct validity using multi-trait scaling analysis, and concurrent validity.

　　The data of 198 women were analyzed and developed two scales that ［guilt feelings toward the baby

（GFTB）］ and ［guilt feelings toward the workplace（GFTW）］ due to the difference in subjects feeling guilty.　
As a result of exploratory factor analysis, ［GFTB］ was composed of 4 items under one factor.　［GFTW］ was 

composed of 9 items under three factors.　The scaling success rates were 100%, and the expected relation be-

tween scale scores and concurrent validity was demonstrated.　［GFTB］ and ［GFTW］ showed α=.78 and 

α=.89, respectively ; all items showed r>.04 in item-total correlation.　The scales of working pregnant wom-

en’s guilt feelings, ［GFTB］ and ［GFTW］, which will contribute to promoting understanding among them, ex-

pressed definite reliability and validity.

I.　緒　　　言

　日本では，有配偶女性の就労割合が増加し1），
就労妊婦となる女性は増加している2）。医療者も
就労妊婦が心身共に健康に出産を迎えるための支

援をしていかなければならない。
　就労妊婦を対象とした心理的側面の量的研究で
は，不安3），抑うつ4），ワーク・ファミリー・コ
ンフリクト5）など，就労者全体に適応される測定
用具がアウトカムとされてきた。しかし，就労妊
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婦を対象とした質的研究において，妊婦が職場で
妊娠を理由に差別や偏見を受けていたこと6），差
別や偏見を受けないためにできるだけ妊娠を隠そ
うとしたこと7,8）が明らかになっている。就労妊
婦は妊娠したことで生じる職場環境や自身の変化
に適応する努力をしながら，妊娠前には経験しな
かった環境下でより複雑な心情を抱き就労してい
ることが推測される。
　そして，就労妊婦は仕事と家庭での役割にさら
に母親になるという新たな役割が加わる時期にあ
る。働く母親を対象とした研究においては，この
多重役割によって本来自分が果たすべきそれぞれ
の役割を遂行できないことによる罪悪感が存在す
ることが報告されている9,10）。更に，母親罪悪感
が高いほど育児否定感が強く，生活満足度が低い
といった罪悪感による否定的影響が明らかになっ
ている9,11）。このことは就労妊婦にも生じると推
察され，就労妊婦の罪悪感が妊娠期の生活や心理
状態に影響を及ぼしている可能性がある。研究者
らの先行研究12）において，就労妊婦の罪悪感の
概念として，「自己規範に違反した際の否定的感
情」，「行為の自制をする感情」，「利益過剰状態に
対する感情」の 3つを導き出した。実際どの程度
これらの罪悪感を就労妊婦が持っているかという
罪悪感の測定は，就労妊婦の心理的な評価には不
可欠な一側面であり，妊婦健診や妊婦が働く職場
において活用することで，妊婦が健康で快適に就
労継続することに貢献すると考える。
　本研究の目的は，就労妊婦の罪悪感の概念分 
析12）を基に，就労妊婦が抱く罪悪感を測定する
就労妊婦の罪悪感尺度を作成し，その信頼性，妥
当性を検討することである。

II.　研 究 方 法

1.　研究参加者
　既に報告されている働く母親の罪悪感9,11）との
混同を回避するため，研究参加者は就労初妊婦約
200名程度とした。研究参加者適格基準は 1）調
査時，妊娠していること，2）調査時就労している，
又は調査前 1ヶ月の間に退職したが妊娠判明時就
労していたこと（本研究において「就労している」

とは，雇用期間 6ヶ月以上，所定就労時間が週
20時間以上であることとした12）），3）20歳以上
であることとした。

2.　就労妊婦の罪悪感尺度試案の作成
　本研究では古典的テスト理論 14）を参考に，尺
度の開発，信頼性と妥当性の検討を実施した。
　1）　構成概念の定義
　就労妊婦の罪悪感の構成概念は，研究者らの先
行研究12）である，Walkerら15）による概念分析の
手順に沿って明らかにした以下の 3概念とした。
これまで築いてきた就労者として，妊婦（母親）
としての役割規範を含む自己規範に違反すること
によって否定的感情を生じる「自己規範に違反し
た際の否定的感情」，職場に迷惑をかける行為や
胎児に否定的影響を与える行為を自制する「行為
の自制をする感情」，妊娠と就労を両立している
ことやそれによる周囲からの気遣いなどに対し
て，他者と比較して自分が特別扱いをされ，悪い
ことをしているように感じる「利益過剰状態に対
する感情」である。
　2）　尺度のデザイン
　概念分析で明らかにした概念に沿って，働く母
親の罪悪感尺度9,11），特性罪悪感尺度16），書籍や
インターネット内のブログなどの就労妊婦の経
験・実態17-21）を基盤とし，就労妊婦の罪悪感を
構成する 3概念が網羅されるよう，37の質問項
目群を考案した。作成を行う過程で，妊婦が罪悪
感を抱く対象として胎児（15項目）と職場（22
項目）の 2つが存在した（以下，［胎児への罪悪
感尺度］と［職場への罪悪感尺度］とする）。そ
のため， 対象により 2つの尺度を別途作成するこ
とにし，尺度開発を進めた。回答方法は「ほとん
どあてはまらない（1点）」から「よくあてはま
る（4点）」の 4段階のリッカートスケールとし，
得点が高いほど罪悪感が高いことを示す。
　3）　項目のレビュー
　項目考案者に就労妊婦経験者と母性看護専門家
5名を加え，尺度の正確性，適切性，関連性，重
複する表現，概念の網羅性，回答者への負担など
について討論を行った上で項目の精選を行い，内
容妥当性の検討を行った結果，15質問項目を確
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定した。 ［胎児への罪悪感］は「自己規範に違反
した際の否定的感情」の 1概念のみを含む 5項目，
［職場への罪悪感］は，3概念全てを含む 10項目
となった。

3.　予備調査
　予備調査は，調査時就労しているもしくは調査
4週間前まで就労していた外来通院妊婦 55名を
対象に，平成 27年 4月に産婦人科クリニック一
施設にて実施した。就労妊婦の罪悪感尺度試案
15項目と，答えにくい項目の有無やその理由を
質問した。分析の結果，項目分析で除外すべき項
目はなく，答えにくいという回答のあった 1項目
について，母性看護専門家による検討を経て修正
を加え，文章表現，回答しやすさといった表面的
妥当性を確保した。

4.　調査内容
　調査内容は，基礎情報（年齢，妊娠週数，職種，
雇用形態），就労妊婦の罪悪感尺度試案 15項目で
ある。また，併存妥当性を検討するために，1か
ら 10までの数値的評価スケール，妊娠期快適性
尺度下位尺度「わが子の動きによる相互作用」7
項目22） ，仕事の休職の有無を収集した。妊娠期
快適性尺度下位尺度「わが子の動きによる相互作
用」は，胎動や超音波検査画像といったわが子の
動きを，見たり感じたり共有したりする際の，わ
が子と自分との相互作用や周囲と自分との相互作
用からの快適性で構成されている尺度である。就
労妊婦の胎児への罪悪感尺度で測定される感情
は，胎児に対して抱く感情の 1つであり，胎児と
の相互作用が多い妊婦ほど，胎児への罪悪感が高
いと想定される。

5.　調査方法
　データ収集は，平成 27年 5月オンライン調査
で行った。調査は，研究参加者適格基準に該当す
る登録者が多い調査会社に委託した。調査会社は，
登録者情報から研究参加者適格基準に該当する登
録者に電子メールで調査案内を送付し，研究参加
者を募集した。地域の偏りがないよう，全国から
できるだけ均等に対象を収集した。

6.　分析方法
　項目分析では，1つの選択肢に 80%以上の回

答が集中している項目や天井効果，床効果の認め
られる項目は除外対象とした。
　因子妥当性については，最尤法，プロマックス
回転による探索的因子分析を行い，標準化回帰係
数および共通性が 0.40以上として項目を採用し
た。因子数はカイザー基準（固有値 1.0以上）の
因子数から開始し，因子数を増やして最尤法に基
づく適合度検定により，有意になる場合には因子
数を追加して最終決定した。収束的・弁別的妥当
性については，多特性スケーリング解析を行い，
収束的妥当性 r=.40以上，弁別的妥当性 r=.70未
満を目標とし，尺度化成功率を算出した。併存妥
当性の検証として，胎児への罪悪感数値的評価ス
ケールと就労妊婦の胎児への罪悪感尺度，職場へ
の罪悪感数値的評価スケールと就労妊婦の職場へ
の罪悪感尺度との相関係数を算出し検討した。胎
児との相互作用が多い妊婦ほど，胎児への罪悪感
が高いと想定されるため，妊娠期快適性尺度21）

下位尺度である「わが子の動きによる相互作用」
得点高群，得点低群の 2群間で胎児への罪悪感尺
度得点を比較した。就労妊婦の職場への罪悪感尺
度は，就労者役割が遂行できていない状態である
休職中に高まることが想定され，産前休業などを
含まず仕事を休職している休職群と，それ以外の
対照群の 2群間で職場への罪悪感尺度得点を比較
した。
　信頼性の検討は，項目-合計相関による信頼性
の検証と，各因子および尺度全体の Cronbachの
α係数 {α}を算出する内的一貫性による信頼性の
検証を行った。

7.　倫理的配慮
　本研究はオンライン調査であるが，その回答は
無記名であり，得られた回答は統計的に処理をす
ることを保証し匿名性を確保した。参加者は回答
前に本研究への協力に関する説明をオンライン上
で読み，本研究への趣旨に賛同したものだけが回
答を行い，これを研究参加同意とした。回答中の
途中辞退はいつでも可能であり，研究参加者自身
の意思で決定できるが，一度回答を送信した後は
回答者が特定できないため，辞退不可能となる旨
を説明書に記載した。また本研究を依頼した調査
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会社は，日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保
護マネジメントシステム―要求事項」に適合して，
個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を
整備している事業者等に与えられるプライバシー
マークを取得しており，個人情報の管理には信頼
がある。
　本研究は，所属機関の倫理委員会の承認を得て
実施した（承認番号 : 2014-1-860）。

III.　結　　　果

　オンライン調査会社は，研究参加者適格基準に
該当する会員登録者全員に電子メールで調査案内
を送付し，200名の回答を得た時点で募集を終了
した。研究者は 200名分のデータを取得し，回答
の整合性を検討後，妊娠週数が 4週未満であった
2名のみを除外し，198名を分析対象者とした。

1.　研究参加者の基礎情報（表 1）
　対象者の居住地は 41都道府県にわたっており，
平均年齢は，32.4（±4.8）歳，全体の 4.0%（8名）
が妊娠初期，46.0%（91名）が妊娠中期，50.0%（99
名）が妊娠後期にある妊婦であった。正規雇用者
は 139名（70.2%）であった。職種については，
事務職に就いていた者が最も多く（89 名，
44.9%），販売職が最も少なかった（14名，7.1%）。

2.　項目分析による項目の検討
　項目分析において除外される項目はなかった。

3.　妥当性の検討
　1）　探索的因子分析による項目の精選
　就労妊婦の胎児への罪悪感尺度は，共通性が .08
と極めて低い 1項目を除外し，1因子 4項目とし
た。共通性 .38-.61，標準化回帰係数 .61～.78で
あり，十分なモデル適合度であったので 1因子で
確定し，「母親になる者としての自己規範への違
反」と命名した（表 2）。
　次に，就労妊婦の職場への罪悪感尺度について，
同様に共通性が 0.4未満の 1項目を除いて因子分
析した結果，カイザー基準では 2因子となったが，
因子数を 1つ追加した場合の適合度検定の有意確
率は p=.316であり，因子分析結果がデータに適
合していると判断された。そのため，3因子とし
て再分析した結果，共通性 .53～.92，因子負荷
量 .47-1.05となり十分なモデル適合度が示され
た。この分析結果では表 3に示すように 2つの因
子に同程度の因子負荷量がある項目が 1項目認め
られたが，因子 3への負荷量が 0.47と，基準の 0.4
以上であること，妊婦への「特別感」に対する罪
悪感を表現している内容として概念を示す項目と
して適切であるとの就労妊婦経験者と母性看護専
門家による意見などから，本項目は除外しないこ
ととした。3因子は，それぞれ，「職業人として
の自己規範への違反」，「妊娠に起因する職場負担
への自制」，「妊婦優先の利益過剰状態」と命名し
た（表 3）。
　2）　 多特性スケーリング解析による構成概念妥

当性の検証
　項目とその項目を除いた因子内の残りの項目の
合計得点との相関係数は［胎児への罪悪感］にお
いて，r=.55-.64，［職場への罪悪感］において，
r=.59～.77となった。各項目とそれが属さない他
の因子得点との相関係数は［職場への罪悪感］に
おいて r=.31～.60となり，収束的妥当性，弁別
的妥当性が認められ，尺度化成功率は 100%で
あった。
　3）　併存妥当性の検証　　
　胎児への罪悪感数値的評価スケールと就労妊婦
の胎児への罪悪感尺度得点とは，r=.64（P<.001），
職場への罪悪感数値的評価スケールと職場への罪

表 1.　研究参加者の基礎情報 　N=198

年齢，平均±SD，歳 32.4 ± 4.8

妊娠時期，n（%） 妊娠後期  99 （50.0）
妊娠中期  91 （46.0）
妊娠初期   8 （ 4.0）

雇用形態，n（%） 正規雇用 139 （70.2）
非正規雇用  59 （29.8）

職種，n（%） 事務  89 （44.9）
専門，技術職  31 （15.7）

公務員，団体職員  24 （12.1）
サービス  20 （10.1）

生産工程，輸送・機械
運転，その他

 20 （10.1）

販売  14 （ 7.1）
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表 2.　就労妊婦の罪悪感尺度　胎児への罪悪感 （因子分析） 　　　　N = 198

平均±SD
（範囲 : 1-4）

因子負荷量 共通性の
推定値

Item-total
相関a

因子 1

母
親
に
な
る
者
と
し
て
の

自
己
規
範
へ
の
違
反

お腹の赤ちゃんより仕事を優先しているようで後ろめたい 2.2 ±0.9 0.78 0.61 .80＊＊

仕事が忙しいために，ゆっくりお腹の赤ちゃんに話しかける
時間がなくて，赤ちゃんに申し訳ない 2.4 ±0.9 0.72 .51 .76＊＊

仕事をしているためにお腹の赤ちゃんにいいと思うことが十
分にできないのは，母親として赤ちゃんに申し訳ない 2.6 ±0.9 0.64 .40 .74＊＊

出血をする，お腹が張るなど何かトラブルがあると仕事をし
ている自分のせいではないかと感じる 2.5 ±1.0 0.61 .38 .76＊＊

　　aSpearmanの相関係数，＊＊P<.01

表 3.　就労妊婦の罪悪感尺度　職場への罪悪感 （因子分析）  　　　N = 198

平均±SD
（範囲 : 1-4）

因子負荷量 共通性の
推定値

Item-total
相関a

因子 1 因子 2 因子 3

職
業
人
と
し
て
の

自
己
規
範
へ
の
違
反

妊娠をしたことで仕事先に迷惑がかかるようで申
し訳ない 2.5 ±1.0 　0.82 　0.00 －0.12 0.54 .68＊＊

妊娠する前のように仕事ができていないようで心
苦しい 2.4±0.9 　0.71 －0.03 　0.05 0.53 .67＊＊

忙しい職場（状況）なのに妊娠してしまい，いた
たまれない 2.0 ±0.9 　0.70 　0.06 　0.03 0.56 .73＊＊

妊娠してから自分が職場で役に立っていないので
はないかと思う 2.3±0.9 　0.68 －0.06 　0.13 0.56 .68＊＊

妊
娠
に
起
因
す
る

職
場
負
担
へ
の
自
制

妊娠をしたことで体がつらくても，迷惑をかけた
くないので職場ではすぐに言い出さない方がよい
と思う

2.1±0.9 　0.02 　0.88 －0.07 0.71 .66＊＊

職場の人に気を遣ってもらうのは悪いので，職場
ではあまり妊婦と思われたくないと思う 2.3±1.0 －0.05 　0.86 　0.02 0.71 .65＊＊

妊
婦
優
先
の

利
益
過
剰
状
態

妊婦だからといって特別扱いしてもらっているよ
うで，職場で肩身が狭く感じる 2.1±0.9 －0.07 －0.07 　1.05 0.92 .79＊＊

自分の代わりに自分の仕事をしている職場の人を
みると心苦しい 2.3±0.9 　0.26 　0.00 　0.54 0.57 .74＊＊

妊娠を理由に休暇（時間休）をとったり，仕事を
調整してもらったりすることは，自分だけ特別な
ようで後ろめたい

2.4±0.9 　0.15 　0.32 　0.47 0.67 .82＊＊

因子間相関 因子 1 1 － －

因子 2 .43＊＊ 1 －

因子 3 .69＊＊ .54＊＊ 1

　　aSpearmanの相関係数，＊＊P<.01
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悪感尺度得点とは，r=.63（P<.001）と中程度の有
意な正の相関が認められた。妊娠期快適性尺度22）

下位尺度「わが子の動きによる相互作用」の得点
が第 1四分位点以上であった妊婦を相互作用高群
（n=53），第 3四分位点以下であった妊婦を相互
作用低群（n=52）とし，［胎児への罪悪感］得点
を比較した。その結果，相互作用高群 10.1±3.4（平
均±SD）点，相互作用低群 9.2±2.4（平均±SD）
点で，相互作用高群の得点が有意に高かった
（P=.046）。就労妊婦の職場への罪悪感尺度は，
就労者役割が遂行できていない状態である休職中
に高まるという想定に基づき，産前休業などを含
まず調査時仕事を休職していた妊婦を休職群
（n=19），休職をしていない妊婦を対照群（n=179）
とし，2群間で職場への罪悪感尺度得点を比較し
た。その結果，休職群 23.1±6.0（平均±SD）点，
対照群 20.1±6.6（平均±SD）点で，休職群の得
点が有意に高かった（P=.045）。

4.　信頼性の検討
　項目-合計相関は，就労妊婦の胎児への罪悪感
尺度において r=.74～.80 （P<.01），職場への罪悪
感尺度において r=.65～.82 （P<.01）であった。
信頼係数は，就労妊婦の胎児への罪悪感尺度にお
いて α=.78，職場への罪悪感尺度においては全体
で α=.89，3因子それぞれで α=.83～.86であった。

IV.　考　　　察　

1.　就労妊婦の罪悪感尺度の信頼性と妥当性
　信頼性は，項目-合計相関，Cronbachの α係数
による内的一貫性により検討した。就労妊婦の胎
児への罪悪感尺度，職場への罪悪感尺度それぞれ
において項目-合計相関で r=.40を下回る項目は
なく，Cronbachの α係数も 0.75以上であった。
これらの結果から，就労妊婦の罪悪感尺度の内的
一貫性について信頼性が確認されたと考える。
　妥当性は，内容妥当性，表面妥当性，構成概念
妥当性，併存妥当性から検証した。内容妥当性と
表面妥当性においては，就労妊婦の罪悪感の構成
概念を，概念分析に文献検討を加え十分に概念化
したこと，実際に就労妊婦を対象として予備調査
を実施したことで，より適切な妥当性が確保され

た。
　因子分析の結果，尺度開発にあたり概念分析と
専門家による内容妥当性の検討から想定された通
り，胎児への罪悪感尺度 1因子，職場への罪悪感
尺度 3因子で構成された。就労妊婦が抱く罪悪感
の対象の違いから，本研究では 胎児への罪悪感
尺度と職場への罪悪感尺度の 2つの尺度の開発を
行った。それぞれの尺度の項目数が異なるため，
この 2つの尺度の合計点をもって就労妊婦の罪悪
感全体を評価することは誤った解釈となることが
予測される。本研究で開発した 2つの就労妊婦の
罪悪感尺度が，概念化された就労妊婦の罪悪感の
全領域を捉えていること，内容妥当性を重視する
と，今回示した構造は妥当なものであったと考え
る。多特性スケーリング解析においても，収束的
妥当性 r=.40以上，弁別的妥当性 r=.70未満の基
準を満たし，尺度化成功率 100%であったことか
ら，就労妊婦の罪悪感尺度において，一定の構成
概念妥当性が確保されたと考える。
　併存妥当性の検証では，就労妊婦の胎児への罪
悪感尺度の合計得点と胎児への罪悪感数値的評価
スケール，職場への罪悪感尺度の合計得点と職場
への罪悪感数値的評価スケールにおいてそれぞれ
有意な正の相関が認められた。更に，妊娠期快適
性尺度22）下位尺度「わが子の動きによる相互作用」
得点による相互作用高群は相互作用低群と比較し
就労妊婦の胎児への罪悪感尺度得点が有意に高
く，産前休業ではなく仕事を休職していた妊婦は，
そうでない妊婦と比較し，職場への罪悪感尺度の
得点が有意に高かった。これらは仮定した通りの
結果であり，就労妊婦の罪悪感を測定する尺度の
一定の妥当性が確保されたと考える。

2.　就労妊婦の罪悪感尺度の意義と活用可能性
　近年増加する就労妊婦については，妊娠期に仕
事内容の変更や産前産後休業のための調整などを
経験し，その中で妊婦が困難さを感じ，複雑な心
情を抱いていることが明らかになっている6,7）。妊
娠期の就労調整は，就労妊婦が必要な休息をとり，
健康で快適な妊娠期を過ごすため重要なものと考
えられ，医療者は職場との調整の状況やそれによ
る妊婦の心情を理解しアセスメントした上で，適
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切な介入を実施する必要がある。本研究では，そ
の一助となる就労妊婦の経験，否定的感情を反映
した尺度を作成した。今後は更なる研究への応用
や，臨床におけるアセスメントツールとしての活
用が期待される。

3.　本研究の限界と今後の課題
　本研究の限界は，研究対象者のうち妊娠初期の
妊婦が少なかったことである。妊娠初期の妊婦の
データを蓄積することで更なる尺度の洗練が望ま
れる。また，本研究では働く母親の罪悪感との混
同を避けるため初妊婦のみを対象とした。今後は
全妊婦を対象として尺度の応用可能性を検討する
ことが必要である。
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